
１．景品表示法に基づく法的措置件数の推移（令和６年１月31日現在）
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※1　課徴金納付命令は、平成28年４月１日施行の改正景品表示法により導入。
※2　平成26年11月末日までは指示件数。平成26年12月１日以降は措置命令件数（平成26年度の措置命令件数は０件。）（市町村の措置件数も含む。）。
※3　法的措置件数は措置時点の件数（平成29年度の課徴金納付命令１件は平成30年12月21日に、平成30年度の国の措置命令１件は令和２年５月15日に取り消されている。）。
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２．景品表示法に基づく法的措置事件の概要（令和５年２月１日～令和６年１月 31日） 

※ 国又は都道府県等において法的措置を採った事件の公表されたものの概要を掲載しています。措置の詳細につきましては、国又は公表を

行った都道府県等のホームページを御覧ください（事件概要に記載のＵＲＬをクリックしてください。）。 

 

措置日 
処分 

行政庁 
事業者名 事件概要 

 

R6.1.30 

【措置命令】 

 

消費者庁 興和株式会社 

興和株式会社は、「ウイルス当番」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、例えば、令和３年１２月２８日から令和４年７月２３日までの間、商品パッケー

ジにおいて、「二酸化塩素の除菌パワー」、「身近にひそむウイルス・菌に」、「ウイルス・菌の除去」

等と表示するなど、あたかも、リビングや玄関等の室内に設置するなどして本件商品を使用すれば、

本件商品から発生する二酸化塩素の作用により、およそ１か月間等にわたり、リビングや玄関等に

おいて、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように示す

表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf 

 

R6.1.29 

【措置命令】 

 

消費者庁 
株式会社 

中京医薬品 

株式会社中京医薬品は、「エアーマスク」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費

者に販売するに当たり、例えば、令和４年４月２２日から令和５年９月３０日までの間、商品パッ

ケージにおいて、「使用目安 ６０日」、「空気に反応しＣｌＯ２を放出 ＣｌＯ２の持つ酸化作用に

より除菌・消臭」等と表示するなど、あたかも、ネームホルダーを首から掛ける、ネームホルダー

が付いた鞄を肩から掛ける、二酸化塩素発生剤が入った専用ケースをポケットに入れる等により身

に着けて本件商品を使用すれば、本件商品から発生する二酸化塩素の作用により、二酸化塩素発生

剤１袋につき６０日間にわたり、身の回りの空間に浮遊する菌が除菌される効果が得られるかのよ

うに示す表示をしていた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf


消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf 

 

R6.1.29 

【措置命令】 

 

消費者庁 ピップ株式会社 

ピップ株式会社は、「ウィルリセット」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消費者

に販売するに当たり、例えば、令和４年４月２１日から令和５年４月３０日までの間、商品パッケー

ジにおいて、「ウイルス・菌を除去 ※１」、「二酸化塩素のチカラ」等と表示するなど、あたかも、

室内に設置するなどして本件商品を使用すれば、室内空間において、本件商品から発生する二酸化

塩素の作用により、約２か月間にわたり、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌され

る効果等が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf 

 

R6.1.26 

【措置命令】 

 

消費者庁 
株式会社 

三和製作所 

 株式会社三和製作所は、「二酸化塩素発生剤クロッツ空間除菌」と称する商品（以下「本件商品」

という。）を一般消費者に販売するに当たり、令和４年４月２１日以降、商品パッケージにおいて、

例えば、「二酸化塩素発生剤」、「ＣＬＯ２」、「クロッツ空間除菌」、「使用開始日より６０日間有効」、

「空間の細菌・ウイルス・悪臭を除去！」等と表示するなど、あたかも、本件商品を据え置き又

は壁掛けにて設置して使用すれば、本件商品から発生する二酸化塩素の作用により、６０日間にわ

たり、室内空間において、室内空間に浮遊する細菌又はウイルスが除菌又は除去される効果が得ら

れるかのように示す表示をしている。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_240131_01.pdf


 

 R5.12.22 

【措置命令】 

 

 

消費者庁 
共立電器産業 

株式会社 

共立電器産業株式会社は、「空気活性清浄機サリール」と称する商品（以下「本件商品」という。）

を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和５年２月８日から同

年４月１０日までの間、「森林浴効果 サリールから出る活性化エアーに含まれる高濃度マイナス

イオンは、交感神経に対して鎮静的に作用し、安眠・鎮静・血圧降下等の効果があるといわれてい

ます。また、血液を弱アルカリ性にし、毛細血管を拡張して新陳代謝を促進することも知られてい

ます。」、「除菌・脱臭効果 微量オゾンと大量のマイナスイオンの組み合わせは除菌効果が非常に

高く、浮遊菌や各種雑菌を短時間で除菌することができます。また、各種臭い成分はオゾンによる

化学分解で強力な脱臭効果を発揮します。」等と表示するなど、あたかも、本件商品を室内に設置

すれば、本件商品によって発生するマイナスイオン及びオゾンの作用により、安眠、鎮静、血圧降

下の効果及び毛細血管を拡張して新陳代謝を促進する効果、浮遊菌や各種雑菌を短時間で除菌する

効果及び各種臭い成分を強力に脱臭する効果、浮遊する花粉やダニの死骸、ウイルスその他有害微

粉を除去する効果並びに浮遊する塵やタバコの煙、アレルギー物質を集塵、消煙する効果が得られ

るかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231222_01.pdf 

 

 

R5.12.21 

【措置命令】 

 

 

 

消費者庁 

株式会社 

フォレストウェ

ル 

 株式会社フォレストウェルは、「ｊ．ａｉｒ」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般

消費者に販売するに当たり、例えば、令和５年２月８日から同年４月１９日までの間、自社ウェブ

サイトにおいて、「まるで森の中にいるような、思わず深呼吸したくなる空気。ｊ．ａｉｒはそん

な新鮮な空気をめざしました。 ｊ．ａｉｒにはフィルターやファンがありません。独自のイオン

電極により大量の高濃度マイナスイオンと微量のオゾンを発生させ、空気中の塵や菌、ニオイ物質

を積極的に捕らえる活動的な空気を生成。 空気の汚れを吸い込んでキレイにする空気清浄機とは

一線を画し、除菌・除塵・脱臭性能を高次元で発揮する『空間清浄器』として、ｊ．ａｉｒが世の

中の空気を変えていきます。」等と表示するなど、あたかも、本件商品を室内に設置すれば、本件

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231222_01.pdf


商品によって発生するマイナスイオン及びオゾンの作用により、２５畳までの室内空間において、

浮遊する塵やアレルギー物質を強力に集塵・除塵する効果、ウイルスを抑制し、菌を除去する効果

及び悪臭の素を分解し消臭する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表示の

裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231222_01.pdf 

 

 

R5.12.7 

【措置命令】 

 

 

消費者庁 
株式会社 

ハハハラボ 

株式会社ハハハラボ（以下「ハハハラボ」という。）は、「メラット」と称する食品（以下「本件

商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、 

⑴  例えば、令和４年９月１３日に、アフィリエイトサイトにおいて、「何をやっても太る理由

が判明！ 食べてないのに太るのは“燃焼力”がないから ５０ｋｇ以上の女性 ９割がしてい

ない ３週間で６０．８ｋｇ→４７．２ｋｇまで痩せた方法がすごい！」との記載と共に、引

き締まった腹部の画像等と表示するなど、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に

含まれる成分の作用により、誰でも容易に腹部の脂肪が落ち、外見上の変化を認識できるまで

の腹部の痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

 消費者庁が、ハハハラボに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示

す資料の提出を求めたところ、ハハハラボは、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出し

たが、当該資料は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められない

ものであった。 

⑵  例えば、令和４年９月１３日に、アフィリエイトサイトにおいて、「３０～６０代女性が選

ぶダイエットサプリ Ｎｏ．１」等と表示するなど、あたかも、ハハハラボが販売する本件商

品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）について、実

際に利用したことがある者又は知見等を有する者に対して「３０～６０代女性が選ぶダイエッ

トサプリ」、「一番継続しやすいダイエットサプリ」、「コスパが良いと思えるダイエットサプ

リ」、「お財布にも優しそうなダイエットサプリ」、「栄養もしっかり摂れると思うダイエットサ

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231222_01.pdf


プリ」及び「一番効果が期待できそうなダイエットサプリ」の６項目をそれぞれ調査した結果

において、ハハハラボが販売する本件商品の順位がそれぞれ第１位であるかのように示す表示

をしていた。 

実際には、ハハハラボが委託した事業者による調査は、回答者に対し、ハハハラボが販売す

る本件商品及び他の事業者が販売する同種商品について実際に利用したことがある者か又は

知見等を有する者かを確認することなく、本件商品と特定の９商品のみを任意に選択して対比

し、当該商品を販売する各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査に基

づくものではなかった。また、前記表示は、当該調査結果を正確かつ適正に引用しているもの

ではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231219_01.pdf  

 

R5.11.27 

【措置命令】 

 

 

消費者庁 
株式会社 

アリュール 

株式会社アリュールは、「スリムサポ（ＳｌｉｍＳａｐｏ）」と称する食品（以下「本件商品」と

いう。）を一般消費者に販売するに当たり、 

⑴ 例えば、令和５年３月１０日、同月２４日、同月２８日及び同年４月１０日から同年７月１０

日までの間、自社ウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という。）において、「機能性表示食

品 届出番号Ｆ９５６」並びに「内側からキレイに Ｓｌｉｍ Ｓａｐｏ スリムサポ 食事のお供

に ダイエットのお供に １日１回、飲むだけ簡単♪ 肥満気味な方の体重
・ ・

・体脂肪
・ ・

・内臓脂肪
・ ・

 ウ

エストサイズの減少
・ ・

をサポート 高めのＢＭＩを減らす機能が報告されているサプリメントで

す。」との記載と共に、段々となった腹部の肉をつまむ人物のイラスト及び細身の人物のイラス

ト等と表示するなど、あたかも、本件商品を摂取すれば、本件商品に含まれる成分の作用により、

誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるまでの痩身効果、顔面の美白（シミが薄くな

る）効果、コレステロールの低下作用、脂質代謝改善効果、抗アレルギー効果、デンタルケア（オー

ラルケア）効果、アンチエイジング効果及びスポーツパフォーマンスの改善効果が得られるかの

ように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたところ、同社は、表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当該表

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231219_01.pdf


示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

⑵ア 令和５年３月１０日、同月２４日、同月２８日及び同年４月１０日から同年７月１０日まで

の間、本件ウェブサイトにおいて、例えば、「認定」との記載と共に、本件商品の容器包装の

画像、「『スリムサポ』とは 肥満気味な方の体重
・ ・

・体脂肪
・ ・

・内臓脂肪
・ ・

 ウエストサイズの減少
・ ・

を

サポート 高めのＢＭＩを減らす
・ ・ ・

機能
・ ・

が報告されているサプリメント」及び「消費者庁が認定

した機能性表示食品です。」等と表示することにより、あたかも、本件商品を摂取すれば、本

件商品に含まれる成分の作用により、肥満気味な人の体重、体脂肪、内臓脂肪及びウエストサ

イズの減少をサポートし、高めのＢＭＩを減らす効果が得られることについて、消費者庁が認

めているかのように示す表示をしていた。 

イ 広告作成等を行う事業者等に運営を委ねるウェブサイトにおいて、例えば、令和５年３月２

４日及び同月２８日において、「機能性表示食品とは、根拠に基づいて効果が届出されている

もので国が激やせする効果を認めているんです！」、「国が痩せると認めたサプリ」及び「国が

痩せる効果を認めた機能性表示食品」等と表示するなど、あたかも、本件商品を摂取すれば、

本件商品に含まれる成分の作用により、誰でも、容易に、外見上、身体の変化を認識できるま

での痩身効果を得られることについて、消費者庁又は国が認めているかのように示す表示をし

ていた。 

実際には、消費者庁が本件商品に前記⑵アのとおりの効果が得られることについて及び消費者

庁又は国が本件商品に前記⑵イのとおりの効果が得られることについて、認めた事実はない。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231205_01.pdf 

 

 

R5.11.22 

【課徴金納

付命令】 

 

消費者庁 
レック 

株式会社 

レック株式会社は、「ノロウィルバルサン」と称する商品（以下「本件商品」という。）を一般消

費者に販売するに当たり、例えば、令和２年９月８日から同年１０月１９日までの間、自社ウェブ

サイトにおいて、「クロラス酸で空間除菌 目に見えないウイルス・菌を９９．９％除去」、「空間の

気になるウイルスに効く」、「●空気中のウイルスに対するの除菌効果はありますが、あくまで対策

としてご利用ください。」、「空間のウイルス除去・除菌」等と表示するなど、あたかも、本件商品

を空間に噴霧することで、本件商品に含有されるクロラス酸の作用により、リビング等の室内空間

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231205_01.pdf


 

 

に浮遊するウイルス又は菌を９９．９パーセント除去又は除菌する効果等が得られるかのように示

す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：６６９万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231122_01.pdf 

 

R5.10.31 

【措置命令】 

 

消費者庁 
ＨＲ貿易 

株式会社 

ＨＲ貿易株式会社は、「ＺＨＥＮＭＩ Ｘ６」と称する糖質カット炊飯器（以下「本件商品」とい

う。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和４年１０月１１日に、自社ウェブサイトに

おいて、本件商品の画像と共に、「ＺＨＥＮＭＩ 毎日食べるご飯を罪悪感なくヘルシーに こんな

お悩みを解決！ 家族の健康を考えると食事の糖質が気になる 糖質制限が続かない 糖質カット食

品で出費がかさんでいる ＺＨＥＮＭＩなら炊飯器を変えるだけ！ ▼ 糖質 ４４％カット カロ

リー ４３％カット さらに！ 白米はもちろん玄米や雑穀米も糖質カット可能！」、「＼テレビや雑

誌で紹介されました！／ ◎２０２２年１月１９日テレビ朝日グッドモーニング 必見！ヘルシー

調理家電『糖質４４％カットのヘルシー炊飯器』 ◎２０２１年７月１日 ＴＢＳ 朝の情報番組ラ

ヴィット 最新ヘルスケア家電『美味しさそのままの糖質カット炊飯器』」等と表示するなど、あた

かも、本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯器で炊飯した米飯と同様

の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質（でんぷん）が、４４％カットできるかのように示す表示を

していた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_231122_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf


 

R5.10.30 

【措置命令】 

 

消費者庁 
ソウイジャパン

株式会社 

ソウイジャパン株式会社は、「Ｌｏｗ Ｃａｌｏｒｉｅｎａ」と称する糖質カット炊飯器（以下「本

件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和４年１０月１８日に、自社ウェ

ブサイトにおいて、本件商品及び容器に入れられた米飯の画像と共に、「最大５４％ 驚異の糖質

カット Ｌｏｗ Ｃａｌｏｒｉｅｎａ 糖質カット炊飯器 【ＳＹ－１３８】」及び炊飯しているイメー

ジ画像と共に、「５４％ 糖質カット」、「糖質カット炊飯器は通常の炊飯器と異なり、お米から出た

糖質を含んだ水を、独自の高性能自動排出バルブを通して下部のトレーに流すことで、糖質最大５

４％カットを実現しました。お米は蒸気で炊き上げるので、糖質カットしていてもふっくらと美味

しくお召し上がりいただけます。通常炊飯やおかゆ、雑穀米、蒸し料理も調理可能なので１台で５

種類の料理をお楽しみいただけます。」等と表示するなど、あたかも、本件商品の糖質カット炊飯

機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれ

る糖質（でんぷん）が、５４％カットできるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf 

 

R5.10.27 

【措置命令】 

 

消費者庁 

株式会社 

ＥＰＥＩＯＳ 

ＪＡＰＡＮ 

株式会社ＥＰＥＩＯＳ ＪＡＰＡＮは、「ＳＵＧＡＲ－ＣＵＴ ＲＩＣＥ ＣＯＯＫＥＲ（糖質カッ

ト炊飯器ＲＣ８６８）」と称する糖質カット炊飯器（以下「本件商品」という。）を一般消費者に販

売するに当たり、例えば、令和４年９月２９日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品の画像と

共に、「美味しく、ラクして、糖質カット。三位一体の機能搭載。 糖質カット炊飯器」、「美味しい

ご飯を食べたい、お腹が気になる、たくさん炊いて冷凍したい...多くのライフスタイルに合わせ

て 万能な糖質カット炊飯器 炊飯器市場では、ご自宅で食事をする傾向の高まりもあって、美味し

さ、使いやすさ、健康志向..さらに少量炊き、中／大量炊き（５．５合前後）などにモデルが分か

れています。 そこで、今回の『ＥＰＥＩＯＳ糖質カット炊飯器』では、美味しさを保ちつつ、健

康志向とまとめ炊きに注目し、＂糖質カット／まとめ炊き／他の調理（蒸し料理）もできる三拍子

揃った＂製品を実現。 お客様のライフスタイルに合わせ＂心も豊かになる製品を＂コンセプトに、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf


美味しくラクして健康志向＆作りおきで節電節約のモデルを製品化しました。」及び「クラス最高

レベルの最大５４％糖質カット 美味しさ変わらず健康志向 本モデルでは独自の排水システムに

より、炊飯中に出る糖質を含ん だ水分を釜からタンクに切り分けることでクラス最高レベルの糖

質カット率５４％を実現。 このシステムを採用したことで、高い糖質カット率を維持しつつ、炊

き上げられたお米は粒だちも良く美味しい仕上がりに、また保温しても美味しさが保てるようにし

ました。」と表示するなど、あたかも、本件商品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通

常の炊飯器で炊飯した米飯と同様の炊き上がりで、米飯に含まれる糖質（でんぷん）が、５４％カッ

トできるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf 

 

R5.10.26 

【措置命令】 

 

消費者庁 

株式会社 

ｆｏｒｔｙ-ｆｏ

ｕｒ 

株式会社ｆｏｒｔｙ－ｆｏｕｒは、「ＬＯＣＡＢＯ」と称する糖質カット炊飯器（以下「本件商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、令和４年９月２９日及び同年１０月１

１日に、自社ウェブサイトにおいて、本件商品の画像と共に、「減らす 控える 落とす 美味しさそ

のまま 糖質４５％※カット炊飯器 ＬＯＣＡＢＯ ※第三者機関による検査（２０２１年７月）」及

び炊飯された米飯等の画像と共に、「糖質カット炊飯器 ＬＯＣＡＢＯ 『あれば便利、邪魔になら

ない』をコンセプトにした糖質４５％カット炊飯器ＬＯＣＡＢＯの一番の特徴である糖質カットを

実現したのは、その構造です。一般的な炊飯器では、お米を炊いた際にお米から発生する糖質（で

んぷん）が水と一緒にお米に付着しています。そこでＬＯＣＡＢＯはお米から発生した糖質（でん

ぷん）がお米に付着しないように、蒸し器のような構造にしています。これによって、炊飯時に発

生した糖質（でんぷん）を落とすことが可能になりました。」と表示するなど、あたかも、本件商

品の糖質カット炊飯機能で炊飯することにより、通常の炊飯機能で炊飯した米飯と同様の炊き上が

りで、米飯に含まれる糖質（でんぷん）が、４５％カットできるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf


出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf 

R5.10.5 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
マルキユー 

株式会社 

マルキユー株式会社は、「パワーイソメ」と称する商品、「パワーイソメ ソフト」と称する商品、

「パワーミニイソメ」と称する商品及び「パワークラブ」と称する商品の各商品（以下「本件４商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「パワーイソメ」と称する商品について、

平成２８年４月１日から令和５年２月２０日までの間、商品パッケージにおいて、「生分解 生分解

性くわせエサ」及び「本品は水中の微生物によって分解される生分解性樹脂を使用しており、保存

液も含め全て魚や人体に無害です。」と表示するなど、あたかも、本件４商品は、使用後に水中に

残されたままでも、水中の微生物によって分解される等の生分解性を有するかのように示す表示を

していた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：１７７４万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_231005_01.pdf 

R5.8.30 

【措置命令】 
消費者庁 

中国電力   

株式会社 

⑴ア 中国電力株式会社（以下「中国電力」という。）は、同社が供給する家庭用の電気の小売供

給のうち、「ぐっとずっと。プラン スマートコース」と称する電気料金を適用する電気の小

売供給（以下「スマートコース」という。）を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和

４年４月１日から同年６月１９日までの間、自社ウェブサイトにおいて、「ご家庭のお客さま

に最も多くご契約いただいている『従量電灯Ａ』よりも、１年間で約１，２００円※１おトク

になる新コースです。※２」、「電気のご使用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご

使用になりたいお客さま（月平均ご使用電力量４００ｋＷｈ以下）におすすめです。｣等と表

示するなど、あたかも、少なくとも月平均の使用電力量が４００ｋＷｈ以下の場合のスマート

コースの電気料金は「従量電灯Ａ」と称する電気料金を適用する電気の小売供給（以下「従量

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms215_231031_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms207_231005_01.pdf


電灯Ａ」という。）の電気料金より安価であるかのように表示していた。 

イ 中国電力は、同社が供給する家庭用の電気の小売供給のうち、「ぐっとずっと。プラン シ

ンプルコース」と称する電気料金を適用する電気の小売供給（以下「シンプルコース」という。）

を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和４年４月１日から同月２７日までの間、パン

フレットにおいて、「『従量電灯Ａ』で電気をたくさん使うご家庭なら年間約１０，０００円お

トクに！※２」、「ご家族が多いご家庭や、昼間は家にいることが多いお客さまなど、ご使用量

が月平均４００ｋＷｈを超えるお客さまにおすすめです。」等と表示するなど、あたかも、少

なくとも月平均の使用電力量が４００ｋＷｈを超える場合のシンプルコースの電気料金は従

量電灯Ａの電気料金より安価であるかのように表示していた。 

⑵ 実際には、令和４年４月１日から令和５年１月１２日までの間においてスマートコース及びシ

ンプルコースに適用される燃料費調整額が従量電灯Ａに適用される燃料費調整額を上回るため、

スマートコースにおいて月平均の使用電力量が４００ｋＷｈ以下の場合であってもスマート

コースの電気料金が、また、シンプルコースにおいて月平均の使用電力量が４００ｋＷｈを超え

る場合であってもシンプルコースの電気料金が、それぞれ、従量電灯Ａの電気料金より安価にな

らない場合があった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_230830_01.pdf 

R5.8.1 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

バンザン 

 株式会社バンザン（以下「バンザン」という。）は、「メガスタ高校生」と称するオンライン個別

学習指導に係る役務、「メガスタ中学生」と称するオンライン個別学習指導に係る役務及び「メガ

スタ私立」と称するオンライン個別学習指導に係る役務（以下これらを併せて「本件３役務」とい

う。）を一般消費者に提供するに当たり 

⑴ア 例えば、本件３役務について、令和４年４月４日及び同年５月１０日から同年６月２１日ま

での間、自社ウェブサイトにおいて、「オンライン家庭教師で利用者満足度Ｎｏ．１に選ばれ

ました！」、「第１位 オンライン家庭教師 利用者満足度」等と表示するなど、あたかも、バ

ンザンが提供する本件３役務及び他の事業者が提供する同種又は類似の役務（以下「同種役務」

という。）を利用した者に対する利用者の満足度を客観的な調査方法で調査した結果において、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms210_230830_01.pdf


同社が提供する本件３役務に係る利用者の満足度の順位が第１位であるかのように示す表示

をしていた。 

 イ 実際には、バンザンが委託した事業者による調査は、回答者にバンザンが提供する本件３役

務及び他の事業者が提供する同種役務の利用の有無を確認することなく実施したものであり、

バンザンが提供する本件５役務及び他の事業者が提供する同種役務を利用した者の満足度を

客観的な調査方法で調査したものではなかった。 

⑵ア 例えば、本件３役務について、令和４年４月１２日及び同月３０日に、自社ウェブサイトに

おいて、「オンラインプロ教師メガスタ 『返金保証』と『成績保証』」、「ご不安なく始めてい

ただくために、２つの保証制度をご用意しています。」、「返金保証」、「４／３０まで」等と表

示するなど、あたかも、表示された期限までに申し込んだ場合又は入会前の学習面談を受けた

場合に限り、入会金及び４回分の授業料が返金される「返金保証」と称する制度（以下「返金

保証制度」という。）を利用できるかのように表示等をしていた。 

 イ 実際には、表示された期限後に申し込んだ場合であっても、返金保証制度を利用できるもの

であった。 

課徴金額：６３４６万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230801_01.pdf 

R5.7.28 

【措置命令】 
消費者庁 

北海道電力  

株式会社 

北海道電力株式会社（以下「北海道電力」という。）は、同社が供給する家庭用の電気及び都市

ガスの小売供給（以下「本件役務」という。）を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和２

年１２月３日から同月５日、同月７日から同月１２日、同月１４日から同月１９日及び同月２１日

から同月２３日までの間、電気の検針票に併せて配布した「あなたのでんき ２０２０年 冬号 

Ｖｏｌ．４０６」と称するリーフレットにおいて、「電気もガスもまとめてほくでんがおトク！」、

「ガスのご契約が北海道ガスの『一般料金』のお客さまがおトクになる ガスとくパック」、「🔥

ほくでんガス＋ほくでんの電気料金プランエネとくポイントプランのセットで ガス料金が北海

道ガスの『一般料金』より５％おトクに！ 電気とガス合わせたら年間約６，０００円相当おト

ク！」と表示するなど、あたかも、都市ガスの小売供給に関する契約先を北海道瓦斯株式会社から

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230801_01.pdf


北海道電力に切り替え、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務

をセットで契約する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で

「おトク」と記載された金額相当分の利益を得られるかのように表示していた。 

実際には、「おトク」と記載された金額には、ポイントサービスに加入した上で、毎月のログイ

ン、おおむね毎週配信されるコラムの閲覧等を行わなければ付与されないポイント相当分が含まれ

ており、北海道電力と本件役務をセットで契約するだけで、北海道電力と本件役務をセットで契約

する前の電気料金と都市ガス料金の合計金額又は電気料金の金額に比べ、年間で「おトク」と記載

された金額相当分の利益を得られるものではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_230728_01.pdf 

R5.7.26 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
沖縄特産販売 

株式会社 

 沖縄特産販売株式会社は、「養力珪素」と称する食品（以下「本件商品」という。）を一般消費者

に販売するに当たり、例えば、令和元年５月７日、同年６月４日及び同月７日に配布したダイレク

トメールにおいて、本件商品の容器包装の画像と共に、「いろんなお悩みに働きかける 珪素のスゴ

イところ」、「★血液サラサラ コップー杯の水に１０滴程度入れ飲用して下さい （１日に５杯以

上）」、「飲用前の血液 ▶１５分後 飲用後の血液」との記載と共に、血液の状態を比較した画像、「★

高血圧と血糖値が高い方へ 珪素の結晶体は優れた浸透性と浄化作用で中性脂肪を分解する力が強

く、血管壁に付着したコレステロールや過酸化脂質を取り除き血管を強くします。」等と表示する

ことにより、あたかも、本件商品を摂取又は噴霧すれば、本件商品に含まれる珪素の作用により、

血液をサラサラにする効果、血管を強くし、高血圧、高血糖及び糖尿病を改善する効果、シミ、シ

ワ及びイボを解消する効果、二日酔いすることなく目覚めを良くする効果、アトピー性皮膚炎を解

消する効果、化粧品の浸透性を高める効果、体内脂肪を浄化排出する効果、花粉症及び鼻炎を解消

する効果、陰茎に血液を多く流入させる効果、養毛剤の浸透性を高める効果、生鮮食品の鮮度を長

持ちさせる効果、偏頭痛、肩凝り及び腰痛の症状を和らげる効果、髪の量を増やし、肌に張りを出

す効果、知覚過敏を完治し、歯周病を改善する効果、老化を防ぐ効果並びに動脈硬化症を予防する

効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_230728_01.pdf


出を求めたところ、同社は、当該期間内に当該資料を提出しなかった。 

課徴金額：２４６４万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230726_01.pdf 

R5.6.30 

【措置命令】 
消費者庁 

さくら 

フォレスト 

株式会社 

さくらフォレスト株式会社は、「きなり匠」と称する商品及び「きなり極」と称する商品の各商

品（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「き

なり匠」と称する商品について、令和４年１月６日以降、容器包装において、「中性脂肪 ＬＤＬ

コレステロール 血圧が気になる方へ」、「【届出番号】Ｇ６１７」、「【届出表示】本品にはＤＨＡ・

ＥＰＡ、モノグルコシルヘスぺリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソールが含まれます。ＤＨＡ・

ＥＰＡには中性脂肪を低下させる機能があることが、モノグルコシルヘスペリジンは血圧が高めの

方の血圧を下げる機能があることが、オリーブ由来ヒドロキシチロソールは抗酸化作用を持ち、血

中のＬＤＬコレステロール（悪玉コレステロール）の酸化を抑制させることが報告されています。」

等と表示するなど、あたかも、本件２商品をそれぞれ摂取すれば、本件２商品に含まれている各成

分の作用により、中性脂肪を低下させる効果、高めの血圧を下げる効果及び血中のＬＤＬコレステ

ロールの酸化を抑制させる等の効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をしてい

た。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230630_01.pdf 

R5.6.27 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ドミノ・ピザ 

ジャパン 

 株式会社ドミノ・ピザジャパンは、同社が供給するピザ等の料理（以下「本件料理」という。）

を一般消費者に提供するに当たり、例えば、「札幌北１条西店」と称する店舗の店頭で配布した同

店舗に係るチラシにおいて、令和４年１０月３日から同年１１月６日までの間、「アメリカン」と

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230726_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230630_01.pdf


称する料理について、「＼お持ち帰り／半額 ＼毎日、いつでも、どのピザでも、好きなだけ／ お

持ち帰り」、「＼お持ち帰り／半額 Ⓜ￥９５０（税込） Ⓡ￥１２４９（税込） Ⓛ￥１５５０（税

込）」及び「デリバリー Ⓜ￥１９００（税込） Ⓡ￥２４９９（税込） Ⓛ￥３１００（税込）」

と表示するなど、あたかも、チラシに表示された価格又は同価格からクーポンによる割引を適用し

た価格（以下これらを併せて「表示価格」という。）で本件料理の提供を受けることができるかの

ように表示していた。 

 実際には、令和４年１０月３日から令和５年４月２３日までの間、本件料理を注文した場合（令

和４年１０月３日から同年１１月６日までの間及び同年１２月２３日から令和５年４月２３日ま

での間に、電話又は店頭において注文した場合を除く。）には、「サービス料」と称して、「お持ち

帰り」又は「デリバリー」と称する表示価格に、同価格に同表「料率」欄記載の料率を乗じて得た

額が、２９９円を上限として加算されるものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_%20230627_01.pdf 

R5.6.23 

【措置命令】 
消費者庁 

富士通クライ 

アントコン

ピューティング 

株式会社 

⑴ 富士通クライアントコンピューティング株式会社は、ノートパソコン１５商品（以下「本件１

５商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、「富士通 ＷＥＢ ＭＡＲＴ」と称する自

社ウェブサイト（以下「自社ウェブサイト」という。）において、例えば、「ＬＩＦＥＢＯＯＫ Ｗ

Ｕ２／Ｇ」と称するノートパソコン（以下「本件商品①」という。）について、遅くとも令和４

年１０月４日から同月５日までの間、「ＷＥＢ価格（税込） １８７，８８０円 キャンペーン

価格（税込） １４８，４２５円 ２１％ＯＦＦ（１０／５ １４時まで）」と表示するなど、

あたかも「ＷＥＢ価格」と称する価額（以下「ＷＥＢ価格」という。）は、自社ウェブサイトに

おいて本件１５商品について通常販売している価格であり、「キャンペーン価格」と称する価額

（以下「キャンペーン価格」という。）が当該通常販売している価格に比して安いかのように表

示していたが、実際には、ＷＥＢ価格は、自社ウェブサイトにおいて、本件１５商品について販

売された実績のないものであった。 

⑵ 同社は、本件１５商品のうち１２商品（以下「本件１２商品」という。）を一般消費者に販売

するに当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品①について、遅くとも令和４年１

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_%20230627_01.pdf


０月４日から同月５日までの間、「ＷＥＢ価格（税込） １８７，８８０円 キャンペーン価格

（税込） １４８，４２５円 ２１％ＯＦＦ（１０／５ １４時まで）」と表示するなど、あた

かも、表示された期限内に購入した場合に限り、キャンペーン価格で本件１２商品を購入するこ

とができるかのように表示していたが、実際には、表示された期限後に購入した場合であっても、

当該キャンペーン価格で本件１２商品を購入することができるものであった。 

⑶ 同社は、本件１５商品のうち８商品（以下「本件８商品」という。）を一般消費者に販売する

に当たり、自社ウェブサイトにおいて、例えば、本件商品①について、遅くとも令和４年１０月

４日から同月２６日までの間、「“まとめ買いキャンペーン実施中”買えば買うほどお得！ 対象

商品のお買い上げ数量に応じて割引額がアップするお得なキャンペーンです。３台以上のお買い

上げ→１台につき３，０００円ＯＦＦ！５台以上のお買い上げ→１台につき５，０００円ＯＦ

Ｆ！」及び「［期間：２０２２年１０月２６日（水）１４時まで］」と表示するなど、あたかも、

表示された期限内に本件８商品を含む「まとめ買いキャンペーン」と称する企画の対象商品を複

数購入した場合に限り、キャンペーン価格から更に値引きした価格で本件８商品を購入すること

ができるかのように表示していたが、実際には、表示された期限後に購入した場合であっても、

当該キャンペーン価格から更に値引きした価格で本件８商品を購入することができるもので

あった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230623_01.pdf 

R5.6.14 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

バウムクーヘン 

株式会社バウムクーヘンは、「アイズワン」と称するペット用サプリメント（以下「本件商品」

という。）を一般消費者に販売するに当たり 

⑴ア 令和４年６月８日、同月１３日、同月１５日、同月２２日、同月２９日、同年７月５日から

同月７日、同月１３日、同月２０日、同月２７日、同月２９日及び同年８月３日に、本件商品

のインターネット広告用に開設している自社ウェブサイトにおいて、目が白濁している犬のイ

ラストと共に、「年齢とともに不自由になっていくココ・・・ 若々しかった目の輝きもなく

なったような・・・」等と表示することにより、あたかも、本件商品を犬に摂取させることに

より、犬の白濁した瞳が改善する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230623_01.pdf


イ 例えば、令和４年６月８日、同月１３日、同月１５日、同月２２日、同月２９日、同年７月

５日から同月７日、同月１３日、同月２０日、同月２７日、同月２９日、同年８月３日、同月

１０日、同月１７日及び同月２５日に、「愛犬と満喫ライフ」と称するアフィリエイトサイト

において、「【まとめ】犬の白内障サプリ・アイズワンの口コミや評判をおさらい！目薬よりお

すすめな理由も！」と記載した上で、「アイズワンの口コミや評判は？ ・アイズワンを使い

始めて目の濁りが少なくなった ・獣医さんから目が良くなっていると褒められた ・目が濁

り出してから散歩を嫌がっていた愛犬が散歩に行くようになった」等と表示することにより、

あたかも、本件商品を犬に摂取させることにより、犬の白内障が治る効果が得られるかのよう

に示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の

提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった 

⑵ 本件商品の通信販売用に開設している自社ウェブサイトにおいて、例えば、令和４年７月７日、

同月１３日、同月２０日、同月２７日、同月２９日、同年８月３日、同月１０日及び同月１７日

に、「皆様に選ばれて ７冠達成！」等と表示することにより、あたかも、同社が販売する本件

商品及び他の事業者が販売する同種又は類似の商品（以下「同種商品」という。）に関する「食

べさせやすさ」、「愛犬家におすすめ」、「初めてでも安心」、「口コミ人気」、「長く続けられる」、

「友人にすすめたい」及び「品質満足度」の７項目（以下「本件７項目」という。）をそれぞれ

客観的な調査方法で調査した結果において、貴社が販売する本件商品に係る本件７項目の順位が

それぞれ第１位であるかのように示す表示をしていた。 

実際には、同社が委託した事業者による調査は、本件７項目について、当該事業者が指定する

本件商品及び他の事業者が販売する同種商品に関する各事業者のウェブサイトの印象を問うも

のであり、回答者の条件を付さずに当該事業者に登録している会員全員を対象に行われたもので

あって、貴社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品に関して本件７項目をそれ

ぞれ客観的な調査方法で調査したものではなかった。 



https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_230614_01.pdf 

R5.5.19 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 

株式会社 

Ｗ－ＥＮＤ 

ＬＥＳＳ 

 株式会社Ｗ－ＥＮＤＬＥＳＳは、「Ｄｒ．味噌汁」と称する食品（以下「本件商品」という。）を

一般消費者に販売するに当たり、令和２年１１月２０日から同年１２月２８日までの間、「ｂｅａ

ｕｔｙ ａｗａｒｄ」と称する同社が運営するウェブサイトにおいて、「それは今までとは全く違う、

“我慢しない”ボディメイク法で、『これだ！』と思って試してみることに。 辛い食事制限や運動

ではダメだった僕も、 その方法を試してみると…」との記載と共に、細身で筋肉質な上半身の人

物の画像、「いいカラダじゃん。 自分でもほれぼれしてしまうくらいです！（笑） その方法を試

し始めて数ヶ月たちましたが、明らかに周りの対応が違うんです。 『ステキですね』 『ジムでも

通ったの？』といろんな人に言われましたが、違うんです！！ ★無理な食事制限ナシ★ ★辛い運

動ナシ★ それだけ？ と思いますよね。それだけなんです！」等と表示することにより、あたかも、

本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる成分の作用により、容易に著しい痩身効果が得ら

れるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：５３０万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230519_01.pdf 

R5.5.17 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
大木製薬 

株式会社 

大木製薬株式会社は、「ウイルオフ ストラップタイプ」と称する商品、「ウイルオフ マグネット

タイプ」と称する商品及び「ウイルオフ 吊下げタイプ」と称する商品の各商品（以下「本件３商

品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、「ウイルオフ ストラップタイプ」と称

する商品について、令和２年９月１日から令和３年１０月３１日までの間、商品パッケージにおい

て、「空間除菌」、同商品を首から下げている人物の画像、「二酸化塩素のパワーでウイルス除去・

除菌※１ ウイルオフ ストラップタイプ」等と表示することにより、あたかも、本件３商品を使用

すれば、本件３商品から発生する二酸化塩素の作用により、身の回りの空間に浮遊するウイルスや

菌が除去又は除菌される効果等が得られるかのように示す表示をしていた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_230614_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230519_01.pdf


消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：４６５５万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230517_01.pdf 

R5.4.27 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ゼンワールド 

株式会社ゼンワールドは、「エアープロット」と称するプラチナ触媒及び二酸化チタン触媒の組

成物（以下「プラチナチタン触媒」という。）を含有する塗布剤を居室等の窓ガラスに塗布する役

務（以下「本件役務」という。）並びに「エアープロット家庭用セット／２ＬＤＫ用」と称する商

品（以下「本件商品①」という。）、「エアープロット家庭用セット／３ＬＤＫ～一軒家用」と称す

る商品（以下「本件商品②」という。）及び「エアープロット空気浄化セット（一部屋分）」と称す

る商品（以下「本件商品③」という。）（以下本件商品①、本件商品②及び本件商品③を併せて「本

件３商品」という。）を一般消費者に供給するに当たり、 

⑴本件役務について、例えば、｢ＡＩＲＰＬＯＴ○Ｒ エアープロット｣と称する自社ウェブサイトに

おいて、令和４年６月２０日から同年７月１８日までの間、「(株)ゼンワールドは、居室や車内

などの空気環境を改善する特許技術エアープロットをご提供します。エアープロットはアレル

ギーの原因となる花粉、ダニの死骸や糞、シックハウス症候群の原因となる化学物質（ホルムア

ルデヒド等）、ＰＭ２．５、ウイルス、臭い等、さまざまな空気が汚れる原因物質を分解除去し

ます。窓ガラスにエアープロットを塗布することで、太陽光とプラチナチタン触媒の相乗効果で

空気がキレイになり、快適で安心できる空気環境を作ることができます。」等と表示するなど、

あたかも、本件役務を利用するだけで、プラチナチタン触媒の作用により、花粉、ダニの死骸や

糞、ＰＭ２．５、ウイルス、臭いの原因物質、カビ、細菌、アトピー性皮膚炎の原因物質を分解

除去し、室内の空気を浄化する効果等が得られるかのように示す表示をしている又は表示をして

いた。 

⑵例えば、本件商品①について、令和４年６月２０日以降、「Ｙａｈｏｏ！ショッピング」と称す

るウェブサイトに開設した「ゼンワールドＹａｈｏｏ！店」と称する自社ウェブサイトにおいて、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230517_01.pdf


「プラチナ×チタンで臭いや花粉を分解除去！」、「エアープロット家庭用セットはシックハウ

ス・花粉症・アトピー性皮膚炎・喘息・悪臭の原因物質を分解酸化して綺麗な空気環境にするこ

とによりストレスがない快適な生活ができます。」等と表示するなど、あたかも、本件３商品を

居室等の窓ガラスに塗布すれば、花粉、アトピー性皮膚炎及び喘息の原因物質、ウイルスを分解

除去し、室内の空気を浄化する効果等が得られるかのように示す表示をしている又は表示をして

いた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230427_01.pdf 

R5.4.11 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
大幸薬品 

株式会社 

大幸薬品株式会社は、「クレベリン 置き型 ６０ｇ」及び「クレベリン 置き型 １５０ｇ」

と称する商品、「クレベリン スティック ペンタイプ」と称する商品、「クレベリン スティック 

フックタイプ」と称する商品、「クレベリン スプレー」と称する商品並びに「クレベリン ミニ

スプレー」と称する商品の各商品（以下これらを併せて「本件５商品」という。）を一般消費者に

販売するに当たり、例えば、「クレベリン 置き型 ６０ｇ」について、平成３０年９月１３日か

ら令和４年４月２１日までの間、商品パッケージにおいて、「空間に浮遊するウイルス・菌・ニオ

イを除去※」、「用途 空間のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」等と表示するな

ど、あたかも、本件５商品を使用すれば、本件５商品から発生する二酸化塩素の作用により、リビ

ング等において、室内空間に浮遊するウイルス又は菌が除去又は除菌される効果等が得られるかの

ように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：６億７４４万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230411_01.pdf 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230427_01.pdf
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230411_01.pdf


R5.3.30 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
株式会社 

アクガレージ 

株式会社アクガレージは、「ジュエルアップ」と称する食品（以下「本件商品①」という。）及

び「モテアンジュ」と称する食品（以下「本件商品②」という。）を一般消費者に販売するに当た

り、例えば、本件商品①について、平成３０年３月４日から令和３年１１月１０日までの間、Ｉｎ

ｓｔａｇｒａｍ内のアカウントの投稿において、本件商品①の容器包装の画像と共に、「Ｊｅｗｅ

ｌ Ｕｐ（ジュエルアップ）をご紹介します♥ バストアップサプリメントです✨ 最近は有効成分の

プエラリアの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こちらはプエラリア不使用なので安心して飲

めます☺ 無添加なのも嬉しいですね😆😆♡ １日２錠。寝る前に飲むのがオススメらしいです！嫌

なにおいもないしとても飲みやすい👍👍 貧乳が悩みなので２カップアップが目標！目に見える効

果が出たらいいなぁ😍😍」等と表示するなど、あたかも、本件商品①又は本件商品②を摂取するこ

とで豊胸効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出しなかった。 

課徴金額：合計１９４４万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_230330_01.pdf 

R5.3.30 

【措置命令】 
大阪府 

株式会社 

産業経済新聞社 

 株式会社産経経済新聞社は、自らが発行し販売する産経新聞の取引に関し、一般消費者に対して、

告示制限の範囲を超える過大な景品類の提供を行った。 

⑴遅くとも平成 31年３月 19日以降、同社が運営する産経新聞販売店において、産経新聞購読者の

確保・獲得のため、一般消費者との新聞購読契約の勧誘・購読に際し、１個では告示制限の範囲

内の景品（８本入り缶ビールギフトセット、米３キログラム、洗剤ギフトセット、スポーツ紙等）

を複数個提供（以下「景品類の重ね使い」という。）することにより、告示制限の範囲を超える

過大な景品類の提供を行っていた。 

⑵遅くとも令和２年４月９日の社内会議において、産経新聞購読者の確保・獲得のため、販売店に

おける景品の重ね使いを指示していた。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_230330_01.pdf


https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=47137 

R5.3.28 

【措置命令】 
東京都 

ツインガーデン

株式会社 

 ツインガーデン株式会社は、「Ｂ．Ｂ．Ｂ（トリプルビー）」と称する食品（以下「本件商品」と

いう。）を一般消費者に販売するに当たり、アフィリエイトサイト等に、例えば、「Ｂ．Ｂ．Ｂは太

りにくく痩せやすい体質を目指したい人にオススメです。」、「Ｂ．Ｂ．Ｂには筋肉の成長を促した

り、分解を抑える働きを持ったＨＭＢが配合されています。」、「筋肉を増やすと代謝能力が高くな

るため、太りにくく痩せやすい体質を目指せるんですよ。」等と表示することにより、あたかも、

本件商品を摂取することで、筋肉の増加が促進され又は筋肉の減少が抑制され、代謝能力を高め太

りにくく痩せやすい体質に変えることができ、運動をしなくても、顕著な痩身効果を得られるかの

ように示す表示等を行っていた。 

東京都知事が、景品表示法の規定に基づき、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとな

る合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期限内に資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/03/28/35.html 

R5.3.28 

【措置命令】 
東京都 

株式会社 

エムアンドエム 

株式会社エムアンドエムは、「アンリンクル」と称する医薬部外品（以下「本件商品」という。）

を一般消費者に販売するに当たり、広告代理店等に作成させたウェブページに、例えば、「世界驚

きニュース 美魔女体験談 目のシワがピーンと！“おうち整形”の検証結果」、「『目のシワが数

秒でピーンと伸びた』『目以外のシワも気にならない』『即効性が凄い』とめちゃくちゃ高評

価！！！！」等と表示することにより、あたかも、本件商品を使用することで、数秒間等の極めて

短い時間で、目や口の周辺等について、いわゆる美容医療と同様のシワ改善効果を得られるかのよ

うに示す表示等を行っていた。 

東京都知事が、景品表示法の規定に基づき、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとな

る合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期限内に資料を提出したが、当該資料は、

当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/03/28/35.html 

R5.3.24 消費者庁 株式会社 株式会社シーズコーポレーションは、「ｓｅｅｄｓ糖鎖」と称する食品（以下「本件商品」とい

https://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=47137
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/03/28/35.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2023/03/28/35.html


【課徴金納

付命令】 

シーズコーポ

レーション 

う。）を一般消費者に販売するに当たり、例えば、遅くとも平成３０年１０月１２日から令和元年

９月２９日までの間及び同月３０日から令和２年１０月２２日までの間、「楽天市場」と称するウェ

ブサイトに開設した「シーズコーポレーション楽天市場店」と称する自社ウェブサイトにおいて、

「糖鎖＋ＰＳで脳を活性化！ 認知症のリスクを軽減します。」、「脳神経細胞の退化を予防し、アル

ツハイマー型・脳血管性認知症の症状が改善される『脳機能活性栄養素』です。」、「ＰＳ（ホスファ

チジルセリン）は様々なお悩みに効果が期待されています」、「認知症予防」、「めまい」、「難聴」、

「物忘れ・冴え」、「耳鳴り」、「記憶力・集中力」、「発達障害」、「意欲向上」等と表示すること、少

なくとも令和３年１月３１日に配布した本件商品同梱冊子において、「さまざまな症状に・糖鎖栄

養素」と題し、「・ガン」、「・アレルギー症・花粉症」、「・喘息」、「・糖尿病」、「・老化」、「・ア

ルツハイマー病」、「・認知症」、「・関節リウマチ」、「・不妊症」、「・高血圧」、「・脂質異常症」、

「・精神疾患」、「・肝機能障害」、「・感染症」、「・膠原病」、「・甲状腺障害」及び「・胃潰瘍 他。」

等と表示することにより、あたかも、本件商品を摂取するだけで、本件商品に含まれる糖鎖栄養素

等が身体の細胞に作用することにより、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように示す表示

をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：３５８万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230324_01.pdf 

R5.3.14 

【措置命令】 
埼玉県 

株式会社 

くまのみ 

株式会社くまのみは、「くまのみ整骨院」等と称する店舗において供給する各種役務（以下「本

件役務①」という。）並びに「プレミアムボディバランス（Premium Body Balance）」と称する店舗

において供給する「美骨盤矯正＋選べる最新痩身５種ダイエット」と称する役務（以下「本件役務

②」という。）及び「小顔矯正」と称する役務（以下「本件役務③」という。）に係る表示について、

実際のものよりも著しく優良であると示す表示を行った。 

⑴ 例えば、本件役務①について、令和２年２月１８日から令和５年１月１８日までの間、自社ウェ

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230324_01.pdf


ブサイトにおいて、「埼玉県口コミ No1！！」等と表示するなど、あたかも、自社が運営する店

舗が「口コミ」において高評価であるかのように表示していたが、実際には、同社が競合他社と

の比較にあたり選出した事業者には、同社が競合他社との比較に用いている「口コミサイト」に

おいて上位に入る店舗を有する事業者が含まれておらず、統計的に客観性が確保された調査によ

るものではなかった。 

⑵ア 例えば、本件役務②について、令和４年６月２日から令和５年１月２０日までの間、「-7.3kg 

の体験！ ※効果には個人差があります 埼玉Ｎｏ.１整骨院プロデュース 美骨盤矯正＋選

べる最新痩身５種ダイエット」等と表示するなど、あたかも、本件役務②には痩身効果があ

るかのように表示していた。 

イ 例えば、本件役務③について、令和３年８月１２日から令和５年１月２０日までの間、「戻

りにくい小顔矯正 左右バランス、ほうれい線やタルミ・シワが気になる方へ たった１回の

施術で小顔をキュッと引き締め効果」等と表示するなど、あたかも、本件役務には小顔効果

があるかのように表示していた。 

ウ 上記ア及びイの表示について、埼玉県が景品表示法第７条第２項の規定に基づき、同社に対

し、期限を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、

同社から資料が提出された。しかし、当該資料はいずれも、当該表示の裏付けとなる合理的

な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/news/page/news2023031401.html 

 

R5.3.2 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

５コーポレー

ション 

株式会社５コーポレーションは、自社が運営する「５－Ｄａｙｓ」と称する学習塾において又は

自社とフランチャイズ契約を締結する事業者が経営する「５－Ｄａｙｓ」と称する学習塾を通じて

供給する「毎日コース（定額）」と称する個別指導に係る役務のうち、中学１年生を対象とするも

の（以下「本件役務」という。）を提供するに当たり、令和４年４月１日、同年５月２日及び同月

２７日に、自社ウェブサイトにおいて、「お月謝（中１）」、「指導時間数（月あたり）」、「定期テス

ト対策」の各項目について、「毎日個別塾５－Ｄａｙｓ」として「１９，８００円（平日週３から

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0310/news/page/news2023031401.html


週５回まで定額）」、「月２０時間＋α可能（１時間あたり＠８３５円）」及び「追加料金なし」並び

に「他の個別指導塾」として「２２，０００円（指導回数が増えれば月謝は積上）」、「月８時間（１

時間あたり＠２，５００円）」及び「追加料金あり（１時間あたり単価×回数の積上）」と記載した

「他の個別指導塾との料金比較表」と題する自社及び他の事業者がそれぞれ提供する個別指導の月

謝や指導時間数等に関する比較表並びに「お月謝３万円の差が年間にすると３６万円になります」

及び「他の個別指導塾をご利用の場合、回数を増やせば増やすほど、当然ながらお月謝は高くなり

ます。毎日個別塾５－Ｄａｙｓでは、週５回まで定額料金でお通いいただけ、通えば通うほどお得

になります。」と記載した「他個別指導塾との授業料比較イメージ」と題する自社及び他の事業者

がそれぞれ提供する個別指導の月謝を比較したグラフを表示することにより、あたかも、本件役務

は、１時間当たりの授業料金が８３５円であり、また、本件役務と同等の条件で提供されている他

の事業者が提供する個別指導に比して月謝が安いかのように表示していたが、実際には、本件役務

の１時間当たりの授業料金は１，１８８円であり、また、比較対照とした他の事業者が提供する個

別指導の月謝は、本件役務と同等の条件で提供されている個別指導の月謝ではなかった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230302_1.pdf  

R5.2.15 

【措置命令】 
消費者庁 

マーヴェリッ

ク・ディー・ 

シー株式会社 

マーヴェリック・ディー・シー株式会社は、株式会社オン・ザ・ライン及び株式会社ボードウォー

クと共同して、令和４年５月２１日及び同月２２日に東京ドームで実施された「Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ

～Ｃｉｅｌ ３０ｔｈ Ｌ’Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」と称するコンサート（以下「本

件役務」という。）を一般消費者に提供するにあたり、例えば、令和４年１月１日から同年５月１

８日までの間、「３０ｔｈ Ｌ‘Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ２０２２ ＭＡＹ ２１ ２

２ ―ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ― Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ」と称するウェブサイトにおいて、

「会場の座席レイアウトはこちら」との記載と共にステージ、Ｗ会員シート、ＳＳ席、Ｓ席及びＡ

席について会場内でのそれぞれの配置場所を図示した画像等を表示するなど、あたかも、ＳＳ席を

購入すれば１階アリーナ席、Ｓ席を購入すれば１階スタンド席、また、Ａ席を購入すればバルコニー

席又は２階スタンド席で本件役務の提供を受けることができるかのように示す表示をしていた。 

 実際には、ＳＳ席を購入しても１階スタンド席で本件役務の提供を受ける場合があり、Ｓ席を購

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230302_1.pdf


入しても主に１階スタンド席後方でしか本件役務の提供を受けることができず、かつ、バルコニー

席又は２階スタンド席で本件役務の提供を受ける場合があり、また、Ａ席を購入してもバルコニー

席で本件役務の提供を受けることはできず、かつ、主に２階スタンド席後方でしか本件役務の提供

を受けることができないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230216_01.pdf  

R5.2.15 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ボードウォーク 

株式会社ボードウォークは、株式会社オン・ザ・ライン及びマーヴェリック・ディー・シー株式

会社と共同して、令和４年５月２１日及び同月２２日に東京ドームで実施された「Ｌ’Ａｒｃ～ｅ

ｎ～Ｃｉｅｌ ３０ｔｈ Ｌ’Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」と称するコンサート（以下「本

件役務」という。）を一般消費者に提供するにあたり、例えば、令和４年１月１日から同年５月１

８日までの間、「３０ｔｈ Ｌ‘Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ２０２２ ＭＡＹ ２１ ２

２ ―ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ― Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ」と称するウェブサイトにおいて、

「会場の座席レイアウトはこちら」との記載と共にステージ、Ｗ会員シート、ＳＳ席、Ｓ席及びＡ

席について会場内でのそれぞれの配置場所を図示した画像等を表示するなど、あたかも、ＳＳ席を

購入すれば１階アリーナ席、Ｓ席を購入すれば１階スタンド席、また、Ａ席を購入すればバルコニー

席又は２階スタンド席で本件役務の提供を受けることができるかのように示す表示をしていた。 

 実際には、ＳＳ席を購入しても１階スタンド席で本件役務の提供を受ける場合があり、Ｓ席を購

入しても主に１階スタンド席後方でしか本件役務の提供を受けることができず、かつ、バルコニー

席又は２階スタンド席で本件役務の提供を受ける場合があり、また、Ａ席を購入してもバルコニー

席で本件役務の提供を受けることはできず、かつ、主に２階スタンド席後方でしか本件役務の提供

を受けることができないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230216_01.pdf  

R5.2.15 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

オン・ザ・ライン 

 株式会社オン・ザ・ラインは、株式会社ボードウォーク及びマーヴェリック・ディー・シー株式

会社と共同して、令和４年５月２１日及び同月２２日に東京ドームで実施された「Ｌ’Ａｒｃ～ｅ

ｎ～Ｃｉｅｌ ３０ｔｈ Ｌ’Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ」と称するコンサート（以下「本

件役務」という。）を一般消費者に提供するにあたり、例えば、令和４年１月１日から同年５月１

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230216_01.pdf
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８日までの間、「３０ｔｈ Ｌ‘Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ ＬＩＶＥ ２０２２ ＭＡＹ ２１ ２

２ ―ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ― Ｌ’Ａｒｃ～ｅｎ～Ｃｉｅｌ」と称するウェブサイトにおいて、

「会場の座席レイアウトはこちら」との記載と共にステージ、Ｗ会員シート、ＳＳ席、Ｓ席及びＡ

席について会場内でのそれぞれの配置場所を図示した画像等を表示するなど、あたかも、ＳＳ席を

購入すれば１階アリーナ席、Ｓ席を購入すれば１階スタンド席、また、Ａ席を購入すればバルコニー

席又は２階スタンド席で本件役務の提供を受けることができるかのように示す表示をしていた。 

 実際には、ＳＳ席を購入しても１階スタンド席で本件役務の提供を受ける場合があり、Ｓ席を購

入しても主に１階スタンド席後方でしか本件役務の提供を受けることができず、かつ、バルコニー

席又は２階スタンド席で本件役務の提供を受ける場合があり、また、Ａ席を購入してもバルコニー

席で本件役務の提供を受けることはできず、かつ、主に２階スタンド席後方でしか本件役務の提供

を受けることができないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230216_01.pdf  

R5.2.14 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
マクセル 

株式会社 

マクセル株式会社が令和３年１０月１日付けで吸収合併したマクセル株式会社（以下「旧マクセ

ル」という。）は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、令和２年１０月２７日から令和３

年１月２９日までの間、例えば、「マクセル公式ショップ 本店」と称する自社ウェブサイトにお

いて、「【新型コロナウイルス不活化効果を確認】Ｍａｘｅｌｌ マクセル オゾン除菌消臭器 オ

ゾネオ エアロ ＭＸＡＰ－ＡＥ２７０ ２０畳までの空間を快適空間に オゾンでウイルス除去

を徹底サポート」、「１０月２７日（火）リリース マクセル製オゾン除菌消臭器で生成した低濃度

のオゾンによる新型コロナウイルス（ＳＡＲＳ－ＣｏＶ－２）の不活化効果を確認 公立大学法人

奈良県立医科大学と２例目となる共同研究を実施」等と表示するなど、あたかも、本件商品を使用

すれば、本件商品によって発生するオゾンの作用により、リビングルームや玄関などの２０畳まで

の様々な空間において、新型コロナウイルスを除去する効果が得られるかのように示す表示をして

いた。 

消費者庁が、旧マクセルに対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_230216_01.pdf


は、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：３２１６万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230214_01.pdf 

R5.2.10 

【措置命令】 
消費者庁 

株式会社 

ヨシハラ 

株式会社ヨシハラは、「ＧＡＩＡＰＯＷＥＲ ＰＲＯ」と称する商品及び「ＧＡＩＡＰＯＷＥＲ 

ＭＩＮＩ」と称する商品の各商品（以下これらを併せて「本件２商品」という。）を一般消費者に

販売するに当たり、例えば、「ＧＡＩＡＰＯＷＥＲ ＰＲＯ」と称する商品について、令和３年１

１月１５日、同年１２月１０日、同月２１日、同月２８日及び令和４年３月４日以降、「ガイアパ

ワー公式オンラインショップ」と称する自社ウェブサイトにおいて、「エアダクトやラジエーター

ホースに巻くだけで車がパワーアップする！！！！」、「燃費向上グッズ！ ガイアパワー」等と表

示するなど、あたかも、本件２商品を四輪車のエアダクトやラジエーターホースに取り付けるだけ

で、燃費、馬力及びトルクが向上する効果が得られるかのように示す表示をしている又は表示をし

ていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230210_01.pdf 

R5.2.9 

【措置命令】 
消費者庁 

アドパワー・ソ

リューションズ

株式会社 

アドパワー・ソリューションズ株式会社は、「ＡｄＰｏｗｅｒ」と称する商品、「ＡｄＰｏｗｅｒ 

Ｄｉｅｓｅｌ」と称する商品、「ＡｄＰｏｗｅｒ Ｄｉｅｓｅｌ Ｐｌｕｓ」と称する商品、「Ａｄ

Ｐｏｗｅｒ Ｍｏｔｏ」と称する商品及び「ＡｄＰｏｗｅｒ Ｍｏｔｏ Ｐｌｕｓ」と称する商品

の各商品（以下これらを併せて「本件５商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、例え

ば、「ＡｄＰｏｗｅｒ」と称する商品について、令和３年１１月１５日、同年１２月１０日、同月

２１日、同月２８日及び令和４年３月４日から同月２５日までの間、「アドパワー」と称する自社

ウェブサイトにおいて、「ＥＦＦＥＣＴＳ 貼るだけで得られる効果」、「パワーレスポンスＵＰ エ

ンジン内の空気の流れがスムーズになり、馬力・トルク共に向上します。 貼った瞬間効果を感じ

たという声が多く寄せられています。」、「燃費に好影響 エンジンの燃焼効率が改善されることで、

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230214_01.pdf
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燃費の改善が期待できます。 運送会社における燃費測定データ」等と表示するなど、あたかも、

本件５商品を四輪車又は二輪車のエアクリーナーに貼付するだけで、燃費、馬力及びトルクが向上

し、また、排ガスを削減する効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_230210_01.pdf 

R5.2.8 

【課徴金納

付命令】 

消費者庁 
ビジョンズ 

株式会社 

 ビジョンズ株式会社は、「プルマモア マッサージ＆モイストボディクリーム」と称する商品（以

下「本件商品」という。）を一般消費者に販売するに当たり、令和２年７月２９日から令和２年１

２月２２日までの間、自社ウェブサイトにおいて、本件商品の容器包装の画像と共に、「ついに…

部分痩せが可能に」、「女の格を上げるのは塗るだけダイエット？！」、「ダイエットにも美容にも

これ１本！」及び「痩身効果 ホスファチジコリン ※脂肪溶解注射のメイン成分」等と表示す

ることにより、あたかも、本件商品を身体の部位に塗布するだけで、本件商品に含まれる成分の作

用により当該部位に短期間で著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた。 

消費者庁が、同社に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提

出を求めたところ、同社は、期間内に表示に係る裏付けとする資料を提出したが、当該資料は、当

該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。 

課徴金額：１５９万円 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms212_230208.pdf 
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